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別紙２ 

双葉駅東地区駅前通り高質化基本計画策定業務 
公募型プロポーザル評価基準（二次審査） 

 

１．企画提案書に関する評価基準は下表のとおりとする。（様式第８）（様式第９） 
評価 

項目 

評価の着目点 評価

点  判断基準 

特
記
仕
様
書
に
基
づ
く
企
画
提
案 

提案内容に説得力があり、新たな視点での提案や実現可能かつ効果的なものとなっており、わ

かりやすく提案されている場合に優位に評価する。 

業
務
取
組
方
針 

本業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項に関して的確に把握されて

いる場合に優位に評価する。 

【評価の視点】 

・本業務実施の背景、目的・内容を理解し、特性・課題を的確に把握し、具体的

かつ実現可能な工夫が設定された提案となっているか。 

・仕様書の趣旨を理解した提案となっているか。 

5 

実
施
体
制 

管理技術者を中心に、専門的な知識や経験のある各担当者を配置するなど、組織

的な実施体制が確保されている場合に優位に評価する。 

【評価の視点】 

・提案内容を実施できる人数の確保、体制の整備がなされているか。 

・町との打合せや問合せ等に迅速・柔軟に対応できるか体制になっているか。 

・再委託を予定している際は、再委託予定業務が明記されているか。 

・共同企業体で参加する場合は、構成員の役割が明記されているか。 

10 

実
施
工
程 

無理のないスケジュールで、委託期間内に計画的かつ安定的に業務を遂行できる

ものになっている場合に優位に評価する。 

【評価の視点】 

・業務全体のスケジュール案が具体的かつ明確に示されているか。 

・各会議体の開催時期が適切か、また会議支援内容が具体的に示されているか。 

5 

特
定
テ
ー
マ
１ 

特定テーマの内容に沿って具体的に提案されている場合に優位に評価する。 

【評価の視点】 

・駅前・駅前通り周辺エリアのまちづくりへの理解度が十分にあるか。 

・駅前通り沿道との一体的な空間デザインの考え方が妥当性のある提案である

か。 

・緊急避難路としての高質化を図る工夫点が妥当性のある提案であるか。 

40 

特
定
テ
ー
マ
２ 

特定テーマの内容に沿って具体的に提案されている場合に優位に評価する。 

【評価の視点】 

・町民意見の聴取の場を設けるに当たり、調整事項や検討体制及び聴取方法が妥

当性のある提案であるか。 

・町民意見を計画に反映する方法が具体的なものであるか。 
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２．プレゼンテーション能力の評価点 

評価項目 判断基準 評価点 

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力 

提案内容に係る説明が的確であり、提案における事業者の意図やアピ

ールポイントをわかりやすく伝えられている場合に優位に評価する。 

 

【評価の視点】 

・的確な文章表現、作図等の創意工夫、重要箇所の整理方法などがわ

かりやすく説得力があるか。 

・プレゼンテーションがわかりやすく説得力があるか、また、審査委

員の質疑に対して的確な応答であるか。 

・業務に対する十分な理解度、熱意及び意欲を持っているか。 
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３．総評価点 

一次審査：参加者の評価点＋管理技術者の評価点＋主任担当技術者の評価点 

二次審査：審査委員による企画提案書に対する評価点の合計＋プレゼンテーションに対する審査委員の評価

点の合計 

総評価点＝一次審査の評価点の合計+二次審査の評価点の合計 

 

４．契約候補者の選定方法 

契約候補者は総評価点の満点の６割以上の中から最も高い者とする。最高評価点の者が複数いる場合は、特

定テーマの評価点の合計が最も高い者を契約候補者とし、特定テーマの合計点においても同点の場合は各項

目で最高評価点を多く獲得している者を選定する。 

 


